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。

前
堰
の１
石
の
ほ
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手
公
南
〈
↑
聿
尹
巨
匠

采
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事
及
ひ
ヨ
検
事
α
属
す

硬
察
庁
に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検
事
（
年
齢

。
剥
刷
劉
胃
叶
矧
割
荊
囚
引
１
１
１
荊
刷
引
刈
。
充
て
る
。

上
席
検
察
官
の
置
か
れ
た
各
区
検
察
庁
に
お
い
て
は
、

の
上
席
検
察
官
が
、
そ
の
他
の
各
区
検
察
庁
に
お
い
て

の
庁
に
属
す
る
検
事
又
は
副
検
事
（
副
検
事
が
二
人
似

に
硅
拝
韮
血
縁
自

（
昭
和
二

梗
事
正
の
指
定
す
る
国
検
車

の
庁
の
職
員
を
指
揮
監
督
す

の
法
律
の
定
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と
こ
ろ
吃
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’②
次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
と

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

第
二
十
九
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
い
に
必
要
な
補
助
を
す
る

○
第
三
十
条
（
略
）

第
三
十

附
則

Ｉ
第
一
条
（
略
）

命
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

（
削
る
）

す
る
。

き
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
、
検
事
に
任

十
条
ま
で
及
び
第

則
第
三
条
及
び
第
四
条

十
二
年
法
律
第
百
二
十

検
察
官
の
職
務
と
責
任

を
定
め
た
も
の
と
す
る

一

条

一
一

十

二
条
の
規

口
方
）
の
特

○

か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
並
び
に
附

定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二

務
員
法
（
昭
和
一

第
十
五
条

附
則
第

殊
性
に
基 四
条

、

づ
い
て
、

第
十
八
条
か
ら
第
一

の
規
定
に
よ
り
、

同
法
の
特
例

退
官一

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

第
三
十
二
条
の
二
こ
の
法
律
第
十
五
条
、
第
十
八
条
乃
至
第
二

第
三
十
二
条
検
察
庁
の
事
務
章
程
は
、
法
務
大
臣
が
、
こ
れ
を

定
め
る
。

第
三
十
一
条
検
察
庁
の
職
員
は
、
他
の
検
察
庁
の
職
員
と
各
自

の
取
り
扱
う
べ
き
事
務
に
つ
い
て
互
に
必
要
な
補
助
を
す
る

○
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
削
除

第
三
十
四
条
こ
の
法
律
施
行
前
、
従
前
の
検
事
総
長
又
は
大
審

第
三
十
三
条
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ

れ
を
施
行
す
る
。

、
そ
の
他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に
退
官

す
る
。

（
新
設
）

院
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
れ
を
検
事

検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
い
て
、
同
法
の
特
例

を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

十
条
及
び
第
二
十
二
条
乃
至
第
二
十
五
条

十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、

附

則

の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二

’
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－

Ｉ
第
二
条
（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

G

②’ 第
三
十
六
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
が
足
り
な
い

た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
区
検
察
庁
の
検
察
事
務
官
に
そ

の
庁
の
検
察
官
の
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

床

;1
三すと

手るみそ
こ 者なの

圭です資
す-弁・格
る護こを
昔士の得
この 法た
つ 存糧時

す
る
。

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
０
ｌ
Ⅱ
ｉ

庁
の
検
事
の
し
た
事
件
の
受
理
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
’
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

め
る
検
事
長
、
高
等
検
察
庁
の
検
事
、
検
事
正
又
は
地
方
検
察

Ⅸ
ｐ
ｘ
Ｊ
Ｊ
白
毛
壹
己

の
垂
又
肝

蝋
孫
と
し
て
一
年
六
箇
月
以
上
の

割
列
副
判
．
伽
刈
倒
閏
湘
割
引
叫
淵
制

］
計
咋
阪
埋
根
室

Ｉ
』
区
裁
判
垳
の
垂
又
旺

鋤

3



へ

削

る
…

（
削
る
）

③’

丈’
誰
島
及
がｌ
の
串
剛
の
随

考
試
を
経
た
時
に
司
法
修
習
国
判
り
個
剥
引
劉
網
引
劉
口
引
例
別
別
釧
刎

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｊ
１
Ｉ
ｊ
１
ｊ
Ｉ
１
Ｉ
ｊ
ｌ
ｌ
且
■
■
■
■

る
も
の
は
、
そ
の
三
年
に
達
し
た
時
、
朝
鮮
弁
護
士
令
に
よ
る

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ

七
号
）
又
は
関
東
州
弁
護
士
令
（
昭
和
十
一
年
勅
令
第
十
六
号

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｊ
Ｉ
ｌ

十
一
年
制
令
第
四
号
）
、
台
湾
弁
護
士
令
（
昭
和
十
年
律
令
第

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
０
Ｉ
０
１

弁
護
士
た
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
朝
鮮
弁
護
士
令
（
昭
和

鳥
栖
た
、
も
め

自
生
の
修
習

手
グ里’ 二

・二
・
二
一
コ
一
一

掴
洞
”
回
刎
固
、
姶
圭

ま|宅

年
六
筐
月
吋‐
の
考
試
を
海

1

7

一
方
型
‐
ヨ
ノ

ー
別
項
の

豆hM－H･’

羽’

」寺|〃

ﾘ識
しI
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（
削
る
）

（
削
る
）

31 21第
三
十
九
条
の
二
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
政
府
又
は
市

第
三
十
九
条

！
数
に
限
る
。

あ
る
の
は
、
勅
任
文
官
を
含
む
も
の
と
す
る
。

、
裁
判
所
調
査
官
に
つ
い
て
は
、
司
法
修
習
生
の
修
習
と
同
一

規
定
に
よ
る
裁
判
官
の
職
に
あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。
た
だ
し

年
数
は
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
職
に

球
高
等
検
察
庁
事
務
局
長
又
は
琉
球
政
府
法
務
局
の
部
長
、
室

修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
在
職
の
年
数
、
弁
護
士
と
な
る
資
格

在
職
の
年
数
が
通
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
前
に
、
司
法
修
習

町
村
の
職
員
で
あ
っ
た
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規

所
事
務
局
長
又
は
琉
球
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
の
職
に
あ
っ
た

あ
っ
た
年
数
と
み
な
す
。

長
若
し
く
は
訟
務
官
の
職
に
あ
っ
た
年
数
は
、
前
項
の
規
定
の

生
の
修
習
と
同
一
の
修
習
課
程
を
終
え
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の

は
、
奏
任
文
官
を
、
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
一
級
官
吏
と

を
得
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
資
格
を
得
た
後
の
在
職
の
年
数
）

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
‐

数
の
う
ち
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得

裁
判
官
又
は
弁
護
士
の
職
に
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
在
職
の
年

た
後
の
在
職
の
年
数
で
通
算
し
て
二
年
を
経
過
し
た
後
の
も
の

は
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

二
級
の
検
事
の
在
職
の
年
数
と
み
な
す
。

の
修
習
課
程
を
終
え
た
者
の
当
該
修
習
課
程
を
終
え
た
後
の
年

（
沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
得
た
後
の

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
調
査
官
、
琉
球
上
訴
裁
判

沖
縄
法
令
の
規
定
に
よ
る
琉
球
上
訴
検
察
庁
事
務
局
長
、
琉

第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
二
級
官
吏
と
あ
る
の

5



第
四
条

第
三
条

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

度
（
当
該
前
年
度
に
検
察
官
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
当
該
前

く
。
）
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年

は
、

て
は
、
同
項
中
「
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
」
と
あ
る
の

で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

の
他
の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」
と
す
る
。

「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ

法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

第
四
十
二
条
政
令
で
特
別
の
定
を
し
た
場
合
を
除
い
て
、
他
の

法
律
中
「
検
事
」
を
「
検
察
官
」
に
、
「
管
轄
裁
判
所
ノ
検
事

第
四
十
一
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
書
記
長
若
し
く
は
裁
判

第
四
十
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
奏
任
の
検
事
で
現
に
控
訴
院
検

（
新
設
）

全
勃
設
） §’ 高

等
検
察
庁
又
は
地
方
検
察
庁
の
検
事
に
補
せ
ら
れ
た
も
の
と

す
る
。

」
を
「
管
轄
裁
判
所
二
対
応
ス
ル
検
察
庁
ノ
検
察
官
」
に
改
め

｡|所
書
記
の
職
に
在
っ
て
検
事
局
に
属
す
る
者
又
は
検
察
補
佐
官

事
又
は
地
方
裁
判
所
検
事
若
し
く
は
区
裁
判
所
検
事
の
職
に
在

せ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

の
職
に
在
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
現

に
受
け
る
号
俸
を
以
て
検
察
事
務
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
奏
任
又
は

二
級
の
者
は
、
二
級
に
、
判
任
又
は
三
級
の
者
は
、
三
級
に
叙

ら
れ
、
二
級
に
叙
せ
ら
れ
、
且
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る

る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
検
事
に
任
ぜ

ノ

6



定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す

定
め
る
準
則
で
定
め
る
検
察
官
に
あ
っ
て
は
、
当
該
準
則
で
定

げ
に
伴
う
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
講
じ
ら
れ
る
検
察
官
の
俸

職
を
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と
同
額
と
す
る

本
額
を
当
該
検
察
官
が
当
該
退
職
を
し
た
日
に
定
年
に
よ
り
退

違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し
た
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基

年
に
達
し
た
日
か
ら
定
年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
非

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附
則
第
十
二
項
か

給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附

年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思

ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
十
三

則
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
十
三
年

め
る
期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が

勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る

退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年
齢

下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特
例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当

る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号
）
に
よ
る
定
年
の
引
上

退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提

六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び

に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給
月
額
を
引
き

の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
検
察
官
と
し
て
法
務
大
臣
が

ワ
I



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
第
五
条
関
係
）

’
串

第と
百0

倖
の
規
定
は
、
匡
家
公
義
邑

十
号
）
の
い
か
な
る
条
項
か

又
或
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
下

〕
ｒ
’
１

ノ
工
小

’Ｉ’
末床

力
筌
の
關

0

の
法
律
の
規
定
は
、
匡
家
公
務
昌

の
如
何
な
る
条
項
弁

し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
下

宗
官
の
俸
給
等
の
応
急
虻
措
置
に
牽

口
十
生
由
室
弱
六
十
六
巳
ｚ
ま
、
こ
れ
曇

串
の
俸
給
月
讓
は
、
特
別
の
も
俄

宋
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
六
十

ｆ
ｊ

ﾖ’

乢
日

雛
十
一
円

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

:|隼

8

改
正
案

現
行



’’
第
五
条

第
四
条

者
の
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
（
次
項
に
お
い
て

検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
当
分
の
間
、
そ
の

（
略
）

／
ひ
マ
Ｑ
０
１

第
十
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
検
察
官
に
対
す
る
俸
給
の
支

給
に
当
た
っ
て
は
、
俸
給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八

号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
俸
給
を
含
む
。
）
か
ら
、
当

該
俸
給
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減

ず
る
。
一
検
事
総
長
百
分
の
二
十

二
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
百
分
の
十
五

三
次
長
検
事
及
び
そ
の
他
の
検
事
長
百
分
の
十

四
一
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
前
条

に
定
め
る
俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
一
号
か
ら
九
号
ま
で
の
俸

給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
・
七
七

五
十
五
号
か
ら
二
十
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
十

号
か
ら
十
六
号
ま
で
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
七

・
七
七

六
十
七
号
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
四
・
七
七

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と

と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
一
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す

プ
（
》
０

３
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
新
設
）

9



21第
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
検
察
官
に
対
す

３
前
項
の
準
則
で
定
め
る
者
で
あ
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）

乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

さ
れ
た
者
（
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
則
（
次
項
に
お
い

と
す
／
る
。

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を

り
そ
の
者
の
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を

受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十
三
年
に
達

、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）

乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

俸
給
を
支
給
さ
れ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を

と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

と
特
定
日
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額

し
た
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を

、
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
算

て
単
に
「
準
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
に
は

降
給
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年

出
し
た
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

条
第
一
項
」
と
、
同
項
中
「
伴
う
降
給
」
と
あ
る
の
は
「
伴
う

る
者
に
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五

る
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
及
び
国
家
公
務
員
法
第
八
十
九
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
中

「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

「
前
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
三
条
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に

検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命

（
新
設
）

10



21
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
降
給

特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。

」
と
す
る
。

り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
、
同
法
の

前
項
の
規
定
は
、
、
国
家
公
務
員
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

11



○
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
附
則
第
十
九
条
関
係
）

附
則

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替
え

）
第
三
条
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
と
す
る

」
と
あ
る
の
は
、
「
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間

を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

２
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
検
察

官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
ま
で

及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
」
と
す
る
。

改

正

案

（
新
設
）

二
耕
設
）

附

目|｜
／､』

現

行 （
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

12



○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八
号
）
（
附
則
第
↑
一
十
九
条
関
係
）

（
経
過
措
置
）

第
三
条
一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者

で
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸

給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
に
お

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

該
俸
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と

し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

り
捨
て
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と

い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月

額
が
基
準
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等

検
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額

を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

’
一
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月

額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法
附
則
第
三
条
に
定
め
る

俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
一
号
若
し
く
は
二

号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
八

・
九
四

二
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か

ら
十
九
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同

表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給

附

則

改

正

案

附
則

（
経
過
措
置
）

第
三
条
一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
検
察
官
で
あ
る
者

で
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸

給
月
額
（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
に
お

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
検
察
官
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

該
俸
給
月
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と

し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

り
捨
て
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と

い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
平
成
二
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
る
俸
給
月

額
が
基
準
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
（
検
事
総
長
及
び
東
京
高
等

検
察
庁
検
事
長
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
）
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額

を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

一
検
事
総
長
、
次
長
検
事
、
検
事
長
、
検
察
官
の
俸
給
等
に

関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
一
号
か
ら
八
号
ま
で
の
俸
給
月

額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同
法
第
九
条
に
定
め
る

俸
給
月
額
の
俸
給
又
は
同
表
副
検
事
の
項
一
号
若
し
く
は
二

号
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
副
検
事
百
分
の
九
十
八

・
九
四

二
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
別
表
検
事
の
項
九
号
か

ら
十
九
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給
を
受
け
る
検
事
及
び
同

表
副
検
事
の
項
三
号
か
ら
十
四
号
ま
で
の
俸
給
月
額
の
俸
給

現

行 （
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

13
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２
．
３ を
受
け
る
副
検
事

’

へ

略
…

’

’ 百
分
の
九
十
九

’

●
一

’

’

’

２
．
３ を
受
け
る
副
検
事
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へ

略
…

百
分
の
九
十
九
・
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一

’
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○
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
（
附
則
第
一
二
十
一
条
関
係
）

の
規
定
は
、
平
成
二
十

（
検
察
官
の
平
均
給
与

の
適
用
の
特
例
）

第
二
条
前
条
た
だ
し
書

成
二
十
六
年
三
月
三
十

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日

（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施

（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
失
条
い
ゞ

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
次
条
か
ら

附
則
第
四
条
ま
で

の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
察
官
の
平
均
給
与
額
に
関
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法

第
四
条
第
一
項
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て

と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
給
与
の
額

し
て
当
該
人
事
院
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し

ブ
（
》
０

及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に

に
お
い
て
は
、
国
家

公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
検
察
官
の
平
均

給
与
額
は
、
同
項
及
び
同
項
の
人
事
院
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
人
事
院
規
則
に
お
い
て
検
察
官
に
対
し
て
現
実
に

支
給
さ
れ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
俸
給
等
こ
對
す
る
去
聿
付
刈

償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
検
察
官
の
平
均

項
及
び
同
項
の
人
事
院
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

事
院
規
則
に
お
い
て
検
察
官
に
対
し
て
現
実
に

与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ

除
き
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則

よ
り
そ
の

と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九

定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ

に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と

院
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す

改
正
案

に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平

一
日
ま
で
の
間

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る

（
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、

行
す
る
。
た
だ
し
へ
第
二
条
及
び
次
条
か
ら

の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

（
検
察
官
の
平
均
給
与
額
に
関
す
る
国
家
公

の
適
用
の
特
例
）

第
二
条
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の

る
規
定
の

の
属
す
る

条
か
ら

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
検
察
官
の
平
均

給
与
額
は
、
同
項
及
び
同
項
の
人
事
院
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
人
事
院
規
則
に
お
い
て
検
察
官
に
対
し
て
現
実
に

支
給
さ
れ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
場
合
を
除
き
、
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
第
十

錆
詞
斗
制
引
１
１
及
び
同
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
第
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ

と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
給
与
の
額
を
基
礎
と

，
し
て
当
該
人
事
院
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す

↓
０
０

々I 『、

現

施
行
の
日
か
ら
平

月
の
翌
月
の
初
日

と
き
は
、
そ
の
日
）
か
ら
施

附
則
第
六
条
ま
で

日
か
ら
施
行
す
る
。

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法

斗
辻
吟
能
時
詰
耒
百

行 （
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

休
貝
第
肛

は
、
国
表

●
十
一
コ
す
）
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（
端
数
計
算
）

第
三
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

第
四
条
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
端
数
計
算
）

第
五
条
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に

一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も

の
と
す
る
。

’
第
六
条
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
か
ら
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

を
減
じ
た
額
と
す
る
。
）
」
と
す
る
。

り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定

り
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額

及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

（
政
令
へ
の
委
任
）
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○
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
（
附
則
第
三
十
五
条
関
係
）

（
適
性
評
価
に
関
す
る
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
の
制
限
）

第
十
六
条
行
政
機
関
の
長
及
び
警
察
本
部
長
は
、
特
定
秘
密
の

保
護
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
評
価
対
象
者
が
第
十
二
条
第
三

項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
同
意
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
評
価
対
象
者
に
つ
い
て

の
適
性
評
価
の
結
果
そ
の
他
適
性
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
取

得
す
る
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等

に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の

情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
ら
利
用
し
、
又
は

提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
適
性
評
価
の
実
施
に
よ
っ

て
、
当
該
個
人
情
報
に
係
る
特
定
の
個
人
が
国
家
公
務
員
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
各
号
、
同
法

第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

、
同
法
第
七
十
八
条
各
号
、
第
七
十
九
条
各
号
若
し
く
は
第
八

十
二
条
第
一
項
各
号
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
各
号
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
各
号
、
第
四
十
二
条
各
号
、
第
四
十
三
条
各
号
若
し

く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
場
合
若
し
く
は
同
条
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
三
項

各
号
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

改

正

案

（
適
性
評
価
に
関
す
る
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
の
制
限
）

第
十
六
条
行
政
機
関
の
長
及
び
警
察
本
部
長
は
、
特
定
秘
密
の

保
護
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
評
価
対
象
者
が
第
十
二
条
第
三

項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
同
意
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
評
価
対
象
者
に
つ
い
て

の
適
性
評
価
の
結
果
そ
の
他
適
性
評
価
の
実
施
に
当
た
っ
て
取

得
す
る
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て

、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等

に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の

情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
ら
利
用
し
、
又
は

提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
適
性
評
価
の
実
施
に
よ
っ

て
、
当
該
個
人
情
報
に
係
る
特
定
の
個
人
が
国
家
公
務
員
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
各
号
、
同
法

第
七
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
の
定
め
る
事
由

、
同
法
第
七
十
八
条
各
号
、
第
七
十
九
条
各
号
若
し
く
は
第
八

十
二
条
第
一
項
各
号
、
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
一
号
）
第
二
十
条
各
号
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
各
号
、
第
四
十
二
条
各
号
、
第
四
十
三
条
各
号
若
し

く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
場
合
若
し
く
は
同
条
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
三
項

各
号
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

（
適
性
評
価
に
関
す
る
個
人
情
報
の

十
六
条
行
政
機
関
の
長
及
び
警
察

保
護
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
評
価

項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
巷

む
。
）
の
同
意
を
し
な
か
っ
た
こ
と

の
適
性
評
価
の
結
果
そ
の
他
適
性
評

得
す
る
個
人
情
報
（
生
存
す
る
個
人

、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生

現

行 （
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

]8



六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
若
し

く
は
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
由
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
疑
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
（
略
）

六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
、
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
若
し

く
は
第
二
項
各
号
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
由
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
疑
い
が
生
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
（
略
）
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